
１．｢東京電力に関する経営・財務に関する調査委員会｣において、現行の電気料金制度とその運用についての
問題点が指摘されたことも受け、経済産業大臣が主催する有識者会議を昨年１１月に設置。 

２．規制料金として行政による原価の適正性確保と事業者の経営効率化インセンティブをどのようにバランスさ
せるかといった観点から、現行の総括原価方式に基づく電気料金制度下において実施すべきものを中心に検
討。 

３．有識者会議は、計６回の議論とパブリックコメントを経て、３月１５日に報告書をとりまとめ。平成23年度中に、
料金算定規則、料金審査要領等を改正済み。 

電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議の報告書について 
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（１）原価の適正性の確保 

 値上げ認可時には、広告宣伝費、寄付金、団体費については原価算入を認めな
い。また、人件費、修繕費等はメルクマール等により査定。 

※人件費の例 ： 一般企業の平均値を基本に、他の公益企業の平均値とも比較 
 

（２）新しい火力入札 

 火力電源を自社で新設・増設・リプレースする場合は、原則全て入札。 
 

（３）公正かつ適正な事業報酬 

 正当な理由なく著しく低い稼働率となっている設備はレートベース対象資産（事業
報酬の算定の基礎となる資産）の対象外。 
 

（４）原価算定期間及び電源構成変動への対応 

経営効率化を織り込む等の観点から認可時は３年を原則。また、当該期間に電源
構成が大きく変動した場合には、変動分のみを料金に反映。 
 

（５）託送料金（※送配電線の利用料）の適正化 

 託送料金について第三者が適切性・妥当性を確認。 
 

（６）デマンド・レスポンス料金とスマートメーターの導入 

 時間帯別料金の多様化や三段階料金の見直し、季節別料金の導入などの検討、
スマートメーターの導入に当たっては入札を原則。 
 

（７）事後評価 

 原価算定期間終了後には、原価と実績値、算定期間終了後の収支見通し、利益
の使途等について評価。 
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